
目

次

規

則

○
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
qqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

規

則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
四
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
（
令
和
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
施
行
期

日
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
と
す
る
。

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
五
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
（
令
和
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年

五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
申
告
書
等
の
様
式
）

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に
同
条
第
三
項
の
修
正
申
告
書

第
一
号

様
式

二

核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
更
正
（
決
定
）
書

第
二
号
様
式

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
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六
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十
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日
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行
所
・
発
行
人
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
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口
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枚
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十
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